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愛知県の重要港湾である衣浦港において，今後予想される大規模地震や巨大台風に対する発災前の事前

対策，発災後の港湾物流機能の早期回復に向けた対応をとりまとめた衣浦港BCPを策定した． 
実効性のある衣浦港BCPとするため，港湾物流や復旧等に携わる関係者とのワークショップや意見交換

会を検討テーマ毎に開催し，関係者との合意形成を図るとともに，衣浦港BCPに関する意識を関係者に浸

透させる取り組みを行った．また，衣浦港BCP協議会を設立し，策定した衣浦港BCPを評価，改善する体

制を構築した． 
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1. はじめに 
 

(1) 背景と目的 
東日本大震災による港湾の災害は，過去最大級のもの

となり，港湾施設や臨海部企業などが甚大な被害を受け

た．また，応急復旧や緊急物資輸送に向けた関係者間の

連絡調整が円滑に行われず，資機材の確保も十分に行え

なかったことから，港湾施設の復旧に支障を来たし，港

湾物流が滞り，地域経済の回復が遅れることに繋がった． 
愛知県においても，今後想定される南海トラフ巨大地

震等による港湾物流機能の停止は，甚大な経済損失と国

際競争力の低下を引き起こすことが予想される．また，

愛知県は地形特性から，過去に高潮により大きな被害を

受けており，近年でも平成21年10月の台風18号で，主に

三河湾沿岸において大きな被害が発生した．このような

大規模災害が発生すれば，衣浦港の生産活動の停止や港

湾機能の麻痺により中部圏における産業活動の低下とと

もに，我が国産業のサプライチェーンが途絶する恐れが

ある．さらに，衣浦港では，数万人規模の就業者が従事

しており，大規模災害時の確実な避難もしくは回避が事

業継続という観点からも必要不可欠である． 
そのため，これら大規模災害時に対する港湾物流機能

の継続と，早期復旧のための計画を立案する必要がある

ことから，愛知県の重要港湾である衣浦港と三河港にお

いて，港湾管理者が管理するふ頭用地や岸壁等を利用す

る港湾関係者，及び道路管理等を行う地元市町と連携し，

あらかじめ発災直後の初動から，復旧・復興までのシナ

リオを想定し，これに応じた行動を規定するとともに，

規定した行動を最も有効に機能させるための災害予防策

を講じた港湾機能継続計画（以下，港湾BCPと称す）を

策定した．本論文では，衣浦港を事例とし，港湾BCPの
策定に向けた検討内容について報告する． 
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(2) 衣浦港について 
衣浦港は，明治 32 年に武豊港として開港され，昭和

32年 5月には，点在していた 7つの地方港湾が統合され

重要港湾衣浦港に指定された． 
衣浦港は，知多半島と西三河地区に囲まれた南北約

20km の細長い形状の港であり，工業用地の造成や施設

整備の進捗に伴い，臨海部には輸送機械や製鋼所などの

製造業や発電所などの基幹産業を中心とした企業が進出

し，知多・三河地域の流通拠点としてのみならず，高次

加工型産業を中心とする工業港として発展した． 
主要な取扱貨物として，輸出は，金属くず及び臨海部

立地企業が生産する鋼材がその大部分を占め，輸入は，

火力発電に用いる石炭が 7割を占め，とうもろこし及び

製紙原材料としての木材チップなどである．また，内貿

については，廃棄物，とうもろこしの移出と，鋼材，石

炭などの移入がある． 
 

2. 港湾BCPの策定に向けて 
 
(1) 港湾BCPの概念 

東日本大震災を契機に，不測の事態が発生しても，重

要な業務を中断させない，または中断しても可能な限り

短い期間で復旧させるための方針，体制，手順，リスク

等の分析等を示した「事業継続計画（BCP）」が，港湾

分野でも導入が必要とされており，平成 26 年 6 月 3 日

に閣議決定された「国土強靭化基本計画」および「国土

強靭化アクションプラン 2014」においても国際戦略港

湾・国際拠点港湾・重要港湾における港湾の事業継続計

画（港湾 BCP）策定を平成 28年度末までに 100％にする

と設定されている． 

港湾BCPの概念を図-1に示す．図-1は，縦軸を「物流

機能（港湾取扱貨物量）」，横軸を「発災後の経過時

間」とし，港湾BCPを策定しない場合は，物流機能が完

全に回復するまで数か月から数年かかることもあり得る

が，港湾BCPを策定することによって，災害発生直後で

も一定の物流機能を有するとともに，港湾全体の物流機

能の早期回復を図るものである． 

 
図-1 港湾BCPの概念 

(2) 港湾BCPの基本方針 

愛知県では，港湾 BCP の策定を，以下の基本方針に

基づき行った． 
・災害(地震・津波，高潮)に強い港湾を構築する． 

  災害発生直後でも一定の港湾機能を維持しつつ，港

湾全体の物流機能の早期回復を図るための計画を策

定し，災害(地震・津波，高潮)に強い港湾を構築する． 
・関係機関のＢＣＰに反映できるものを目指す． 

  港湾活動は関係機関が多く裾野が広いため，港湾

BCP を効果的に運用するには，各関係機関が周囲の

復旧活動と整合を図りつつ実行することが重要であ

る．そのため，今回策定する港湾 BCP を踏まえ，各

関係機関のBCPに反映できる計画を目指す． 
・堤外地からの確実な避難を図るための避難対策を検討

する． 

  大規模災害後の各区関係機関の事業や港湾機能を維

持継続するために，港湾で働く堤外地の労働者（緑

地利用者や来訪者等も含む）の安全確保が重要とな

る．そのため，津波，高潮に対して堤外地から迅速

かつ的確に避難もしくは回避できる避難対策を地元

市町と連携して検討する．1) 
 

(3) 港湾BCPの策定に向けた課題 

 港湾BCPは関係者の合意に基づく自主的な取り組みで

あり，大規模災害時に各関係者が自ら実践する行動計画

である．そのため，実行性のある港湾BCPを策定するた

めには，以下の3点が重要な課題である． 

①� 港湾物流には，様々な関係者が複雑に関係してお

り，関係者との合意に基づく港湾BCPを策定する

必要がある． 

②� 港湾BCPに関する意識を関係者に浸透させる仕組

みが必要である． 

③� 策定した港湾BCPを評価，改善する必要がある． 

愛知県では，2カ年をかけて，これら課題解決に向け

た取り組みを進め，衣浦港BCPを策定した．次節に，こ

れら課題解決に向けた取り組みと，策定した衣浦港BCP

について詳細を述べる． 

 

3. 衣浦港BCPの策定 
 
(1) 実施体制の構築 

 港湾における活動は関係者が多いため，各関係者が共

通認識を持ってBCPを策定することが重要である．その

ため，学識経験者や港湾関係者，地元市町に加え，災害

復旧に携わる建設業関係等を構成員とする「衣浦港・三

河港港湾BCP検討会議」および「衣浦港港湾BCP作業部

会」を設置し，ここでの議論を踏まえて「衣浦港BCP」
を策定した． 
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 また，港湾物流に関する関係者や，災害復旧に携わる

建設業関係者とは，ワークショップや意見交換会を検討

テーマ毎に開催し，関係者との合意を図るとともに，港

湾BCPに対する理解と意識を深める取り組みを行った． 
 

(2) 港湾BCPの検討フロー 

港湾BCPの検討フローを図-2に示す．図-2の検討フロ

ーに基づき，港湾BCP策定における主要な検討事項につ

いて以下に述べる． 

 
(3)  被害想定 

岸壁や荷捌地，防波堤，臨港道路等の港湾施設につい

て，地震・津波，高潮に対する被災状況を想定する． 

a) 被害想定の対象施設 
被害想定の対象施設および被害想定項目について，表

-1 に示す．係留施設や外郭施設に加えて，物流再開や

堤外地からの避難検討も視野にいれ，臨港交通施設につ

いても被害想定を実施する． 
b) 被害想定の対象災害 
愛知県は，地形特性の影響を強く受け，過去には高潮 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図-2 港湾BCPの検討フロー 

 
表-1 被害想定の対象施設と被害想定項目一覧 

 

により大きな被害を受けていることから，被害想定の対

象災害としては，地震・津波に加えて，高潮も対象とす

る．さらに，表-2，表-3に示すよう，二つの被災レベル

を設定し，対象災害と被災レベル毎に被害想定をとりま

とめた． 
 
(4)  復旧目標の設定 
a) 検討フロー 

復旧目標および優先復旧順位は，対象災害による各施

設の被害想定結果を用い，図-3に示すフローで検討を行

った． 
b) 必要バース延長の設定 

現在の品目別取扱量を整理し，品目別に雑貨換算係数

を乗じて，必要バース延長を設定する．なお，発災後の

利用水準は，発災後は利用可能な施設が限られるため，

各関係者の協力・協働のもとで施設を利用することによ

り，通常時の利用形態とは異なり，過密な状態での施設

利用を想定し，1,400t/mと設定する． 

c) 利用可能バース延長 
岸壁・エプロンの構造安定性・変形については，解析

の精度の観点から，耐震強化岸壁や利用頻度の高い岸壁

では，液状化を考慮したFEM解析(FLIP解析)を，その他

の岸壁ではチャート式耐震診断システムを用いて，被害

状況の想定を行った． 

被害想定結果から，岸壁の変形や，部材の耐力照査，

背後ヤードの不陸，陥没を整理し，地震後の岸壁の使用

可否判断を行い，応急復旧により利用可能となる岸壁を

抽出し，発災後に利用可能なバース延長を集計する． 

 
表-2 想定災害(地震・津波) 

 地震・津波ケース1 地震・津波ケース2 

被災レベル
比較的発生頻度の 

高い地震・津波2） 

過去地震最大 

モデル3） 

理論上最大 

想定モデル3）

 
表-3 想定災害(高潮) 

 高潮ケース1 高潮ケース2 

被災レベル 伊勢湾台風級4） 室戸台風級4） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-3 復旧目標の検討フロー 

①被害の想定（地震・津波，高潮） 

 ・各被災レベルの地震・津波，高潮に対して，港湾施設 

（岸壁，荷捌地，防波堤，臨港道路等）の被災状況を想定

②復旧目標の設定 

 ・港湾物流の稼働レベルを「いつまでに」「どの水準ま 

で」応急復旧させるか，について目標を設定 

③ボトルネックの抽出と解決策 

 ・港湾物流に関わる事象(施設，人，情報)について，港湾機

能復旧の観点からボトルネックを洗い出し，課題を明確化

④「事前対策」，「発災後の行動」の検討及び役割分担 

 ・ボトルネックを解消するための「事前対策」「発災後の

対応計画」「直前予防措置」について検討を行い，各項

目の「役割分担」をとりまとめ 

⑤港湾BCPの策定 

【応急復旧日数の設定】 

・施設の被害想定 

・施設の供用可否判定 

・施設別復旧日数の設定

【必要バース延長の設定】 

・岸壁規模別・品目別取扱量

・雑貨換算貨物量の設定 

・岸壁規模別バース必要延長

・目標復旧期間の設定 

・目標回復率の設定 

【復旧シミュレーション】 

・復旧優先順位の設定 

・人員・機材の投入実現性 【利用者・関係機関との合意形成】 

・検討会議，作業部会での合意形成

・関係機関との整合，調整 
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d) 復旧日数の設定 

被害想定結果より，「応急復旧により使用可」と評価

された岸壁について，復旧作業の投入組数をパラメータ

として，復旧シミュレーションを行い，応急復旧工事に

必要となる人員・機材と所要日数および回復率を検討す

る．なお，岸壁の応急復旧は東日本大震災においても実

績の多い「砕石舗装によるエプロン不陸調整工」を設定

し，不陸・段差を生じたエプロンを車両等の通行が可能

な状態に戻すために必要な所要日数を算出した． 

e) 建設業者へのヒアリング 

応急復旧工事に必要な作業人員・資機材の確保等につ

いて，建設業者へヒアリングを実施し，以下のような意

見が挙がった． 

・現在想定している応急復旧工事に必要な作業人員・

資機材は十分確保が可能な範囲である． 

・早期に応急復旧工事に着手するためには，被災施設

の迅速な調査が必要である． 

・国と県の役割分担の明確化が必要である． 

ヒアリングでは，想定している応急復旧工事に必要な

作業人員・資機材は確保出来ることが明らかになるとと

もに，早期に応急復旧工事に着手するための体制づくり

や，災害協定に関する課題等を認識する事が出来た．こ

れか課題については，後述する「事前対策」へ位置付け

るとともに，早期に取り組める事項については，検討を

開始した． 

f) 復旧シミュレーション 

被害想定結果により，「応急復旧により使用可」と評

価された岸壁について，復旧作業の投入組数をパラメー

タとして，復旧シミュレーションを行い，応急復旧工事

に必要となる作業人員・資機材と所要日数および回復率

の検討を行った． 

復旧シミュレーションの一例として，地震・津波ケー

ス1の結果を図-4に示す．衣浦港の必要バース延長を確

保するためには，1パーティでは約4ヶ月を要するものの，

3パーティを投入することで，約2ヶ月で必要バース延長

を確保することが可能となる．なお，3パーティでの応

急復旧作業が可能であることは，建設業者へのヒアリン

グで確認を行っている． 

g) 復旧目標の設定 
復旧目標期間は，図-5に示すよう，緊急物資輸送が終

了する発災後1ヶ月以降，早期に復旧を終えた施設から

一般貨物の取扱いを再開し，さらにその後1ヶ月以内(発

災後2ヶ月以内)に使用可能な施設の応急復旧工事を完了

すると設定した．また，目標物流回復率は，被災規模に

より異なるが，80%以上の回復率を目指す．設定した目

標を表-4に示す． 

なお，復旧目標は被害想定結果に基づく目標であるこ

とから，復旧目標は発災時の「目安」として取り扱う． 
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図-4 復旧シミュレーション（地震・津波ケース1） 

 

 
図-5 一般貨物の物流回復率のイメージ図 

 

表-4 復旧目標と物流回復率 

目標復旧期間 発災後2ヶ月以内

目標物流回復率 80％以上
※被災規模により異なる

＜復旧目標＞

 
 
h) 施設の優先復旧順位 
施設の優先復旧順位の考え方として，岸壁および道路，

航路・泊地の復旧優先順位の考え方を以下に示す． 
あらかじめ設定した優先復旧順位にもとづき施設の応

急復旧を行い，利用者との調整を行いながら供用を再開

することで，前述の目標物流回復率の達成を目指す． 
【岸壁】 
 ・緊急物資輸送に使用する耐震強化岸壁を最優先に復

旧する． 
 ・以下の点に着目し，地区ごとに応急復旧順位を決定

し，順次復旧する． 

 

[着目点] 

 被害が小さく早期応急復旧が可能な岸壁 
 耐震強化岸壁と隣接する連続バース 
 主要貨物を多く扱う復旧効果が高い岸壁 
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【道路】 
 ・「優先応急復旧岸壁」と「くしの歯ルート」を接続

する道路を最優先に復旧する． 
【航路・泊地】 
 ・緊急物資輸送に使用する航路・泊地を最優先に復旧

する． 
 ・「応急復旧により使用可能な岸壁」の利用に必要な

航路・泊地を優先し復旧する． 
 
(5) ボトルネックの抽出及び解決策の検討 
ボトルネックの抽出及び解決策の検討フローを図-6に

示す．港湾物流に関する関係者とのワークショップを開

催し，大規模災害後の港湾物流業務の早期回復について，

課題の抽出と解決策及び役割分担について意見交換を行

い，事前対策と発災後の行動への位置付けを行った． 
a) ボトルネックの抽出方法 
港湾物流は，平常時には，図-7，図-8に示すとおり，

船舶の入港から陸送までの一連の流れにおいて，様々な

関係機関が関わり合って成り立っている．さらに，大規

模災害時には，施設の復旧が必要となる，さらに多くの

関係者が関わり合うこととなる． 
そのため，各関係機関のボトルネックを抽出するとと

もに，他機関との関わり・連携におけるボトルネック，

物流の再開に際してのクリティカルとなるボトルネック

を抽出すべく，港湾関係者との意見交換会やワークショ

ップを開催した． 
港湾関係者とのワークショップでは，モデル地区，対

象貨物および施設の被害状況を想定し，港湾物流機能の

回復について具体的な討議を行い，以下のような意見が

挙がった． 
・発災時には，通信手段が回復するまでは，関係者が

毎日顔を合わせて情報共有する必要がある． 

・バース調整会議の開催場所や，会議内容を事前に決

めておく必要がある．（調整方法や港が部分的に

利用出来るようになった後の利用方針等） 

・国際VHFにより船舶との通信手段は確保されている

が，陸域での通信手段には問題がある． 

・燃料の取り合いを避けるため，事前調整，合意形成

が必要である． 

ワークショップでは，港湾物流機能の復旧に向けたボ

トルネックを関係者で共有することが出来た．特に，発

災後の情報の共有，通信手段の確保について，関係者の

関心が高いことが認識できた． 

b) ボトルネックの解決策の検討 
抽出したボトルネックに対し，解決策や関係機関の役

割分担を整理するため，港湾関係者とワークショップを

開催した．ワークショップで課題として抽出された意見

に対する主な解決策を以下に示す． 

・関係者が情報共有する場とし，衣浦港務所において，

「衣浦港災害時緊急対策会議」を毎日開催する． 

・災害時の連絡先一覧表を作成する． 
・情報基盤を整備する． 
・燃料を近隣同業他社と協働備蓄する等の調達計画を

検討する． 
ワークショップを開催し，議論を重ねる毎に，関係者

の防災に対する意識の高まりを感じるとともに，衣浦港

におけるボトルネックと課題解決に向けた取り組みを関

係者と共有することが出来た． 
なお，抽出したボトルネックと，その解決策は一覧表

を作成し，策定する港湾BCPの基礎資料とした． 

 
図-6 ボトルネックの抽出及び解決策の検討フロー 

 

 
図-7 港湾物流の流れと関係機関 

 
図-8 港湾物流関連業務の関係機関の例(輸入の場合) 
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(6) 地震・津波への対応 

 a) 発災後の対応計画 
ボトルネックを解消するための「事前対策」と「発災

後の行動計画」，「役割分担」について整理を行った． 

港湾物流に関する関係者との意見交換会やワークショ

ップにおいて，発災後に他の関係者がどのような行動を，

どのような手順で実施するかが分からないとの意見があ

ったため，発災後の行動計画を整理する際には，表-5
に示すよう関係者間の連携や協力体制が分かるようタイ

ムラインに沿った整理を行った． 

表-5に示す一覧表では，発災から 1日以内，3日以内，

1 週間以内，2 週間以内，暫定物流の再開までの各フェ

ーズにおいて，港湾物流再開に向けて各関係者に求めら

れる行動と，関係者間の繋がり，協力・連携体制等を 1

枚の表で簡潔に整理した． 

b) 事前対策の実施計画 
現況体制における発災後の行動を可能またはスムーズ

に実施するための事前対策の実施計画の整理を行った． 
事前対策では，「緊急連絡表の作成」や「散乱物(貨物

や瓦礫等)の仮置きヤードの事前調整」，「施設被害等

の情報基盤等の整備」等の地震・津波に対する事前対策

を抽出し，各関係機関の役割分担を明確化した「役割分

担一覧表」および「アクションプラン」を作成した． 
 

(7) 高潮への対応 

a) 発災後の対応計画 

高潮は，地震・津波と異なり，事前に予測が可能となる

ことから，高潮発生前の直前予防措置が可能となる．そ

のため，港湾関係者と直前予防措置に関する意見交換会

を実施した．意見交換会では，事前に岸壁やふ頭用地の

標高を知りたい，危険物の流出可能性も視野に入れた対

策を講じる必要がある等の意見があった．そのため，表

-6に示すよう，発災後の対応に加え，貨物の飛散防止や，

倉庫・上屋の浸水対策等の直前予防措置を位置付けた一

覧表を作成した． 

b) 事前対策の実施計画 
地震・津波対策と同様に，現況体制における発災後の

行動を可能またはスムーズに実施するための事前対策の

実施計画の整理を行った． 
 
(8) 衣浦港BCPの策定 
港湾機能の継続に必要となる各関係者の役割や行動計

画をとりまとめた「衣浦港BCP」を作成するとともに，

発災後に港湾関係者が対応できるよう必要事項を整理し

た「大規模災害時の対応マニュアル」，災害に対する啓

発を含めた「パンフレット」を作成した．なお，衣浦港

BCPは愛知県衣浦港務所のHP5)にて閲覧可能である． 
 

 

表-5 発災後の対応（行動）のタイムライン（地震・津波） 

臨港道路 一般道路

目標時間
（目安）

発災

・航路啓開・復旧優先順位
等の協議
・物流再開に向
けた機能確保

道路管理者 海上
保安署

港運
業者

運航支援
業者

埋浚
協会等

水先
案内人

船舶
代理店

曳船
業者

綱取放
業者

海貨
業者

陸運
業者

１日以内
(体制確保)

衣浦港災害時
対策会議の

設置等

被災状況把握

・物流再開に向
けた機能確保

・荷役機械等の
被災状況調査
及び応急措置
・復旧優先順位
等の協議

・物流再開に向
けた機能確保

・物流再開に向
けた機能確保

・港湾施設の被
災状況確認及び
点検
・応急復旧活
動、航路啓開等
・港湾施設状況
の情報発信

３時間以内 通信機能の確保

・物流再開に向
けた機能確保

・物流再開に向
けた機能確保

・施設の被災状
況確認及び点検
・応急復旧活
動、航路啓開等
・施設状況の情
報発信

・被災状況確認
及び点検
・応急復旧活
動、道路啓開等
・交通規制等の
情報発信

・被災状況確認
及び点検
・応急復旧活
動、道路啓開等
・交通規制等の
情報発信

求められる
活動内容

復旧見通し
に関する

情報の周知

２週間以内
（応急復旧

着手）

暫定物流の
再開まで

応急復旧
優先順位
の決定

施設の
詳細調査

及び
測量調査

３日以内
（方針決定）

１週間以内
（応急措置）

散乱物の
除去

復旧
資機材等の確保

漂流物の
除去

・物流再開に向
けた機能確保

各施設の
応急復旧
作業の

早期着手

港湾業務

建設業
関係団体等

行政関係者 港湾利用者
CIQ

（税関等）

建設業者

港湾管理者
（愛知県）

中部地方
整備局

・漂流物（外貨）
の取り扱いの確
認
・物流再開に向
けた機能確保

・港内障害物等
の調査、撤去
・港湾施設の応
急復旧等

・海上及び沿岸
部の被災情報
収集
・航行警報等の
発出
・油流出防止等

倉庫等の

応急復旧

被災情報及び港湾施設の使用可否状況の調査結果の集約、情報共有

港湾施設及び道路施設の使用制限復旧見通しに関する情報共有

港湾施設及び道路施設の使用制限復旧見通しに関する情報共有と安全確認水深の確認

発災

連携

依頼

依頼

依頼

連携

応急復旧に関わる作業範囲、作業分担、

作業時期の確認と調整

散乱物

の除去 航路啓開用

船舶の確保

航路啓開の

早期着手

連携

岸壁、ヤードの応急

復旧作業の早期着手

岸壁・ﾔｰﾄﾞ

の応急復旧

道路・橋梁

の応急復旧

倉庫等の

応急復旧

倉庫等の

応急復旧

荷役機械の

応急復旧

作業報告

港湾施設及び道路施設の使用制限復旧見通しに関する情報共有

交通規制と迂回路の設定

外貨の確認

協力

港湾物流関連施設・設備の調査員の手配

通信機能の確保

通
信
機
能
の
確
保

物流ｼｽﾃﾑ

の応急復旧

物流ｼｽﾃﾑの応急復旧 物流ｼｽﾃﾑの応急復旧

防波堤

の応急復旧

物流再開に関わる人員と機材の確保連携
物流再開に

関わる人員と

機材の確保

岸壁の

応急復旧

応急復旧資機材等の確保

航路啓開用船舶の確保

漂流物仮置ヤードの確保

概略点検による港湾施設等の被災状況把握及び調査員の手配

衣浦港災害時対策会議の設置

応急復旧優先順位、応急復旧目標、航路啓開方針の早期決定

岸壁・ヤード・荷役機械・道路・水域施設に関する

詳細調査及び、測量調査の早期着手

係留施設及び道路の散乱物仮置ヤードの確保、

散乱物の除去

SOLAS施設

の応急復旧

防波堤の応急復旧

作業の早期着手

道路・橋梁の応急復旧

作業の早期着手

応急復旧資機材の確保

航路啓開作業の早期着手

災
害
時
対
策
会
議
の
開
催

応
急
復
旧
優
先
順
位
の
決
定
と
詳
細
調
査

参
集
と
災
害
時
対
策
会
議
の
設
置

航
路
啓
開
、
施
設
の
応
急
復
旧
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表-6 発災後の対応（行動）のタイムライン（高潮） 

臨港道路 一般道路

３時間以内

行政関係者 港湾利用者

港湾業務

・航路啓開・物流再開に向
けた機能確保

・物流再開に向
けた機能確保

・物流再開に向
けた機能確保

・海上及び沿岸
部の被災情報
収集
・航行警報等の
発出
・油流出防止等

・荷役機械等の
被災状況調査
及び応急措置
・復旧優先順位
等の協議

・物流再開に向
けた機能確保

・物流再開に向
けた機能確保

・復旧優先順位
等の協議
・物流再開に向
けた機能確保

・物流再開に向
けた機能確保

CIQ
（税関等）

建設業者

港湾管理者
（愛知県）

埋浚
協会等

綱取放
業者

海貨
業者

陸運
業者

中部地方
整備局

建設業
関係団体等

道路管理者 海上
保安署

港運
業者

運航支援
業者

水先
案内人

・港内障害物等
の調査、撤去
・港湾施設の応
急復旧等

船舶
代理店

曳船
業者

暫定物流の
再開まで

復旧見通し
に関する

情報の周知

目標時間
（目安）

発災

直前予防措置

３日以内
（方針決定）

応急復旧
優先順位
の決定

施設の
詳細調査及び

測量調査

１週間以内
（応急措置）

散乱物の
除去

復旧
資機材等の確保

漂流物の
除去

２週間以内
（応急復旧

着手）

・港湾施設の被
災状況確認及び
点検
・応急復旧活
動、航路啓開等
・港湾施設状況
の情報発信

各施設の
応急復旧
作業の

早期着手

１日以内
(体制確保)

衣浦港災害時対
策会議の設置等

被災状況
把握

求められる
活動内容

・漂流物（外貨）
の取り扱いの確
認
・物流再開に向
けた機能確保

・施設の被災状
況確認及び点検
・応急復旧活
動、航路啓開等
・施設状況の情
報発信

・被災状況確認
及び点検
・応急復旧活
動、道路啓開等
・交通規制等の
情報発信

・被災状況確認
及び点検
・応急復旧活
動、道路啓開等
・交通規制等の
情報発信

情報収集
及び直前

予防措置の検討

浸水対策

船舶等の
避難

避難準備

通信機能の確保

港湾施設及び道路施設の使用制限復旧見通しに関する情報共有

応急復旧資機材等の確保

航路啓開用船舶の確保

漂流物仮置ヤードの確保

航路啓開作業の早期着手

港湾施設及び道路施設の使用制限復旧見通しに関する情報共有と安全確認水深の確認

発災

連携

依頼

連携

係留施設及び道路の散乱物仮置ヤードの確保、

散乱物の除去

散乱物

の除去 航路啓開用

船舶の確保

航路啓開の

早期着手

連携

倉庫等の

応急復旧

SOLAS施設

の応急復旧

防波堤の応急復旧

作業の早期着手

倉庫等の

応急復旧

倉庫等の

応急復旧

荷役機械の

応急復旧

作業報告

港湾施設及び道路施設の使用制限復旧見通しに関する情報共有

交通規制と迂回路の設定

外貨の確認

協力

貨物の

飛散防止

倉庫・上屋

の浸水対策
倉庫・上屋

の浸水対策

倉庫・上屋

の浸水対策

荷役機械の

浸水対策

及び避難

船舶の

港外避難

錨泊位置

の監視

船舶の

港外避難

錨泊位置

の監視

船舶の

港外避難

錨泊位置

の監視

依頼
橋梁の応急復旧

作業の早期着手

橋梁の

応急復旧

避難準備

注意喚起 啓開発令

災
害
時
対
策
会
議
の
開
催

応
急
復
旧
優
先
順
位
の
決
定
と
詳
細
調
査

航
路
啓
開
、
施
設
の
応
急
復
旧

参
集
と
災
害
時
対
策
会
議
の
設
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物流ｼｽﾃﾑの応急復旧 物流ｼｽﾃﾑの応急復旧

被災情報及び港湾施設の使用可否状況の調査結果の集約、情報共有

概略点検による港湾施設等の被災状況把握及び調査員の手配

港湾物流関連施設・設備の調査員の手配

防波堤の

応急復旧

通
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の
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衣浦港災害時対策会議の設置

台風に関する情報の収集、直前予防措置の検討等

応急復旧資機材の確保

応急復旧に関わる作業範囲、作業分担、

作業時期の確認と調整

応急復旧優先順位、応急復旧目標、航路啓開方針の早期決定

岸壁・ヤード・荷役機械・道路・水域施設に関する

詳細調査及び、測量調査の早期着手

 

4. 衣浦港BCPの推進・改善 

 
(1) 衣浦港BCPの推進 

 「衣浦港 BCP」の推進・改善を行っていくため，港

湾関係機関を構成員とする「衣浦港 BCP 協議会」を組

織した． 
衣浦港 BCP 協議会は，前提となる人員・資機材等の

状況の変化や訓練の成果等を踏まえ，体制，スケジュ

ール，手順を定めた港湾 BCP の内容や実施状況等につ

いて，定期的に点検を行い，BCP の推進・改善を行っ

ていく．加えて，衣浦港の状況，環境などに大きな変

化があった場合に見直しを行うほか，衣浦港が港湾

BCP を実行した場合もその反省を踏まえた評価・見直

しを実施する．図-9に衣浦港BCPの推進体制を示す． 
 

 
図-9 衣浦港BCPの推進体制 

(2) 衣浦港BCPの改善 

a)  学習・訓練 
 衣浦港 BCP 協議会の構成員において，機能継続に関

する取り組みの重要性を定着させる上でも，学習・訓

練を定期的かつ継続的に実施する． 
 なお，図-10に示すよう，衣浦港BCP協議会は関係者

を対象に，関係者はそれぞれの職員等を対象に，講義，

対応の内容確認・習得，意思決定，実際に体を動かす

等，対象や目的に合わせて様々な学習・訓練を行う． 
b) 点検・評価 
 衣浦港BCP協議会は，図-11に示すよう，港湾BCPを
PDCAサイクルに則って，必要な更新や継続的な改善等

が実施されているかどうかを定期的に点検・評価する． 
 

 
図-10 衣浦港BCP協議会の目的と今後の実施内容 
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図-11 BCP協議会を軸とするPDCAサイクル 

 
 策定された BCP（事業継続計画）を基に，事前対策

の推進を図り，進捗状況については「アクションプラ

ン（事前対策期間）」を衣浦港 BCP 協議会において更

新することで管理・点検を行う． 
また，「発災後の対応（行動）」を基に机上訓練

（災害対応訓練）を実施し，これらの訓練を踏まえて

問題点や新たなボトルネックを抽出することで，衣浦

港BCPの点検・評価を行う． 
c) 是正・改善 
 衣浦港 BCP 協議会は，「点検・評価」において確認

できた問題について早急に是正・改善処置を行う． 
d) 継続的改善 
衣浦港 BCP協議会および事務局は，港湾 BCPが衣浦

港の港湾運営方針，港湾 BCP の基本方針，目的等に照

らして適切なものであるか，港湾 BCP の適用範囲や対

象リスクなどが妥当なものであるか，また，発災後の

対応計画が有効なものであるかなど評価し，これらの

観点から継続的に改善していく必要がある． 
 この継続的な改善は，港湾 BCP のあらゆるプロセス

で行われることが望まれる．このため，衣浦港 BCP 協

議会および事務局は，港湾 BCP の重要性を関係者に共

通の認識として持たせ，衣浦港の文化として定着させ，

港湾の機能継続能力の維持向上を行っていく． 
 
5. おわりに 

 

愛知県における衣浦港BCP策定における取り組み内

容及び，今後の推進体制について記載した．港湾は，

多くの関係者が複雑に関係しているため，関係者との

ワークショップや意見交換会を何度も開催し，港湾物

流に携わる関係者の意見を聞き，合意形成を図りなが

ら，衣浦港BCPを策定した． 衣浦港BCPの策定を通じ

て以下の知見が得られた． 

(1) 関係者との協働 
 港湾BCPの策定に向けた課題であった，関係者との

合意に基づく港湾BCPを策定すること，港湾BCPに関す

る意識を関係者に浸透させることに対し，港湾関係者

とのワークショップや意見交換会を開催した．ワーク

ショップでは，大規模災害に対して個社BCP`の作成を

進めている関係者も多数有り，災害に対する高い意識

を持っている事が分かるとともに，個社の取り組みで

の限界と地域での取り組みの必要性が意見として出る

など，活発な意見交換を行うことが出来た． 
 
(2) 衣浦港BCPの推進 
港湾BCPの策定過程において，ワークショップや意

見交換会を多数開催した事もあり，関係者が防災に対

する高い意識を持って協議会に参加し，衣浦港BCPを
推進する体制を構築することが出来た． 
港湾BCPの策定は，スタートに過ぎず，本年度から

BCP協議会に議論の場を移すこととなり，平成27年6月
24日に本年度第1回目の衣浦港BCP協議会を開始し，本

年度の実施テーマや，衣浦港BCPの改善に向けた協議

を開始した． 
今後も，衣浦港BCP協議会において，港湾関係者と

の議論を深め，情報伝達等の災害対応訓練等を通じて，

港湾の防災力の向上に努めていく． 
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